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お知らせ

無
料
調
停
相
談
の
お
知
ら
せ

「
北
海
道
苦
情
審
査
委
員
制
度
」

の
ご
利
用
を
！

「
ひ
や
ま
・
リ
サ
イ
ク
ル
工
作
２
０
１
０　

お
と
な
工
作
コ
ン
ク
ー
ル
」
作
品
大
募
集
！

ご
存
じ
で
す
か
！
雇
用
保
険
の
育
児
・
介
護
休
業
給
付
制
度

植
え
て
悪
い
ケ
シ
に
注
意
！

ケ
シ
に
は
、
法
律
で
「
植
え
て

良
い
ケ
シ
」
と
麻
薬
の
成
分
が
取

れ
る
「
植
え
て
悪
い
ケ
シ
」
が
あ

り
ま
す
。

見
分
け
る
特
徴
は
、「
葉
が
茎

に
巻
き
付
く
よ
う
に
つ
い
て
い

る
」
こ
と
や
、「
全
体
が
キ
ャ
ベ

ツ
の
よ
う
な
色
で
、
ろ
う
そ
く
の

ロ
ウ
を
ぬ
っ
た
よ
う
に
な
っ
て
い

る
」
こ
と
が
上
げ
ら
れ
ま
す
。

栽
培
し
て
い
る
ケ
シ
が
、「
植

え
て
悪
い
ケ
シ
」
か
「
植
え
て
良

い
ケ
シ
」
か
の
判
断
に
困
っ
た
場

合
や
、
近
所
で
「
植
え
て
悪
い
ケ

シ
」
に
似
た
も
の
が
あ
っ
た
場
合

な
ど
、
ご
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し

た
ら
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

●
お
問
い
合
わ
せ

　

江
差
保
健
所

　

℡
５
２
・
１
０
５
３

道
の
仕
事
に
関
し
て
、
皆
さ
ん

自
身
の
利
害
に
か
か
わ
る
苦
情

は
、「
苦
情
審
査
委
員
」
に
申
し

立
て
て
く
だ
さ
い
。

苦
情
の
解
決
に
向
け
て
、
簡
易

な
手
続
き
で
、
苦
情
審
査
委
員
が

中
立
的
な
立
場
か
ら
、
道
の
業
務

や
制
度
の
内
容
を
調
査
す
る
な

ど
、迅
速
に
処
理
し
ま
す
。
な
お
、

個
人
情
報
の
保
護
に
は
十
分
配
慮

し
ま
す
。

●
お
問
い
合
わ
せ

　

北
海
道
総
合
政
策
部
知
事
室

　

道
政
相
談
セ
ン
タ
ー

　
（
札
幌
市
中
央
区
北
３
条
西
６
丁
目
）

　

℡
０
１
１
・
２
０
４
・
５
０
２
２

ゴ
ミ
箱
に
捨
て
る
前
に
、
何
か

に
使
え
な
い
だ
ろ
う
か
？
そ
ん
な

「
も
っ
た
い
な
い
の
心
」
を
工
作

や
ア
イ
デ
ィ
ア
を
レ
ポ
ー
ト
に
し

て
応
募
く
だ
さ
い
。

●
募
集
要
領

・「
工
作
の
部
」「
我
が
家
の
も
っ

た
い
な
い
ア
イ
デ
ィ
ア
の
部
」

・
募
集
期
間　

８
月
23
日
〜
31
日

・
応
募
先　

役
場
住
民
環
境
グ

ル
ー
プ
ま
た
は
檜
山
振
興
局
環
境

生
活
課

※
詳
し
く
は
、
役
場
ロ
ビ
ー
に
あ

る
募
集
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
日
時　

９
月
８
日

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

●
場
所　

江
差
町
文
化
会
館
会
議
室

　
　
　
　
（
江
差
町
字
茂
尻
町
71
）

●
内
容

　

金
銭
、
土
地
建
物
、
サ
ラ
金
、

交
通
事
故
、
離
婚
な
ど
家
庭
内
親

族
間
の
紛
争
に
つ
い
て
調
停
委
員

が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

（
相
談
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。）

○
お
問
い
合
わ
せ　

　

江
差
簡
易
裁
判
所
庶
務
課

　

℡
５
２
・
０
１
７
４

◎
育
児
休
業
給
付
制
度
は
、１
歳
（
保

育
所
に
お
け
る
保
育
の
実
施
が
行
わ

れ
な
い
な
ど
の
場
合
は
１
歳
６
ヶ
月
）

未
満
の
子
を
養
育
す
る
た
め
育
児
休

業
を
取
得
し
、
休
業
終
了
後
に
職
場

復
帰
す
る
予
定
の
雇
用
保
険
被
保
険

者
の
方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
新
た
に
平
成
22
年
６
月
30

日
施
行
の
「
パ
パ
・
マ
マ
育
休
プ
ラ

ス
制
度
（
父
母
と
も
に
育
児
休
業
を

取
得
す
る
場
合
。）」
を
利
用
し
育
児

休
業
を
取
得
す
る
場
合
に
は
、
一
定

の
要
件
を
満
た
す
こ
と
で
１
歳
２
ヶ

月
未
満
ま
で
の
間
に
最
大
１
年
ま
で

育
児
休
業
給
付
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

育
児
休
業
給
付
金
は
、
休
業
開
始

前
の
賃
金
の
50
㌫
相
当
額
が
育
児
休

業
期
間
中
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
（
育

児
休
業
期
間
中
に
30
㌫
、
職
場
復
帰

後
６
ヶ
月
経
過
後
に
20
㌫
）

　

な
お
、
平
成
22
年
４
月
１
日
以
降

に
育
児
休
業
を
開
始
さ
れ
た
方
か
ら
、

休
業
期
間
中
と
職
場
復
帰
後
に
分
け

て
支
給
し
て
い
た
給
付
金
を
統
合
し

て
、
育
児
休
業
中
に
全
額
支
給
さ
れ

ま
す
。

◎
介
護
休
業
給
付
制
度
は
、
家
族
の

介
護
の
た
め
休
業
を
取
得
し
、
休
業

終
了
後
に
職
場
復
帰
す
る
予
定
の
雇

用
保
険
被
保
険
者
の
方
が
対
象
と
な

り
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
家
族
の
範
囲
は
、
被

保
険
者
の
配
偶
者
、
父
母
、
子
、
配

偶
者
の
父
母
ま
た
は
被
保
険
者
が
同

居
し
か
つ
扶
養
し
て
い
る
被
保
険
者

の
祖
父
母
、
兄
、
弟
、
姉
妹
、
孫
の

い
ず
れ
か
で
す
。

　

介
護
休
業
給
付
金
は
、
休
業
開
始

前
の
賃
金
の
40
㌫
相
当
額
が
支
給
さ

れ
ま
す
。

　

支
給
対
象
と
な
る
一
人
の
家
族
に

つ
き
93
日
の
介
護
休
業
（
連
続
で
は

３
ヶ
月
間
）
が
限
度
と
な
り
ま
す
。

●
お
問
い
合
わ
せ

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
江
差

　

℡
５
２
・
０
１
７
８

新幹線フェアを開催！
　道南の18市町が函館市五稜郭に集合し、平
成27年度の北海道新幹線開業に向け、地域の
特産品や観光資源など「道南の魅力」について、
物産展やパネル展などを通じて情報発信する
イベントを開催します。ぜひご来場ください。
○日時　９月４日　10時～ 15時
○場所　函館市五稜郭公園および五稜郭タワー
○主催　北海道渡島総合振興局（旧渡島支庁）
○協力　渡島・檜山管内18市町など

「また明日　きっと歩こう　この道を」 ８月は「道路ふれあい月間」です。８月10日は「道の日」


